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研究要旨 

現在厚生労働省から示されているガイドライン等を基本として全国の保育所等で提供されて
いる給食や間食について、これらを利用している児にとって望ましい栄養素等量となっている
のか検証する目的で、現在保育所に通所している幼児を対象とした食事調査の方法や仕組みを
検討するとともに、先行で実施した 2 地域における調査の実施状況について整理した。 
 自宅等で保護者から提供される食事や間食と保育所等で提供される食事や間食を明確に区別
するとともに、日本人の食事摂取基準を考慮した評価・検証を行うため、児が保育所へ通所す
る日（平日）と通所しない日（休日）における各々の習慣的な摂取量を推定する必要があるこ
とから、連続しない平日 2 日と休日 2 日間について、食事記録法による調査を全国 8 ブロック
で実施することとした。 
 2019 年度は先行して、近畿ブロックと東北ブロックの 2 ブロックに所在する 11 施設の保育
所で調査を計画し、261 名の協力を得た。調査済みのデータについては、データクリーニング
と分析を行う。また、2020 年度には他のブロックにおいて調査を実施するため、準備を進める。 

 
Ａ．目的 
 厚生労働省が示している「児童福祉施設
における食事の提供ガイド」１）と「保育所
における食事の提供ガイドライン」２）は、
それぞれ2010（平成22）年3月ならびに2012
（平成24）年3月に公表されたものである。
これらは、児童福祉施設における食事（給
食、間食）提供の基本的な指針となるもの
である。しかし、公表から 10年程度の時間
が経過し、この間には日本人の食事摂取基
準が改定されていることや、児童福祉施設
に在籍・通所している児を取り巻く社会環
境は大きく変化している。 
 このような状況から、現在示されている
既述のガイドとガイドラインをベースに、
各保育所で設定されている給与栄養量目標
に基づく給食や間食の提供が、これらを利
用している児にとって望ましい栄養素等量
となっているのか検証する必要がある。特
に児が家庭で摂取している食事や間食から
由来する栄養素等量の現状について明らか
にしておかないと、保育所等で提供すべき
適切な栄養素等量は導き出せない。 
 そこで、現在保育所に通所している幼児
を対象とした食事調査の方法や仕組みを検

討するとともに、先行で実施した 2 地域に
おける調査の実施状況について整理した。 
 
Ｂ．研究方法 
1）食事調査の方法や仕組みに関する概要の
検討 
 食事調査法には複数の方法が存在するが、
調査の目的に応じて適切な内容を選択する
ことが重要である。本調査では児が自宅や
レストラン等の外食先で提供される食事と
保育所で提供される給食･間食の摂取状況
を食事（間食）区分ごとに把握することが
求められる。また、後に示す通知が求める
栄養管理レベルを検証できる必要がある。
一方で保育所における通常の保育業務に過
度の負担をかけない仕組みの構築を検討し
なければならない。さらに調査に伴うエラ
ーや関連する誤差が一定の範囲内で収束す
るような対策についても考慮することが求
められた。 
 
2）食事調査の実施準備と実施状況 
（１）調査対象集団の設定 
 本調査においては、対象となる児の地域
による偏り小さくする目的で、北海道、東



66 
 

北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、
九州、沖縄のブロックごとに調査対象とす
る自治体を選び、当該自治体内で調査協力
が得られる複数の施設を募ることにした。    

また、児の年齢にも偏りが生じないよう、
３歳児クラス（年少組）、４歳児クラス（年
中組）、５歳児クラス（年長組）のすべてを
対象とすることにした。 

さらに、ひとつの自治体当たり、概ね 150
名のデータが得られるようにすることを目
標とした。 
 
（２）食事調査の方法や仕組みの検討と設  
定 
 2015（平成 27）年 3 月 31 日に厚生労働
省雇用均等・児童家庭局母子保健課長より
発せられた通知「児童福祉施設における「食
事摂取基準」を活用した食事計画について」
３）によれば、対象児の状況により、個々人
の発育・発達状況、栄養状態、生活状況等
に基づいた食事計画を立てること。児童福
祉施設における食事計画については、基本
的にエネルギー、たんぱく質、脂質、ビタ
ミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタ
ミンＣ、カルシウム、鉄、ナトリウム(食塩)、
カリウム及び食物繊維について考慮するの
が望ましいと記述されている。また、既述
のように、食事の提供先とその食事区分を
明確に区別した調査設計とする必要がある
こと。さらに、保育所へ通所する日（平日）
と通所しない日（休日）における各々の習
慣的な摂取量を推定する必要があると考え
られること。以上の３つの条件を満たす食
事調査法としては、基本的に食事記録法が
適切であると判断した４）。 

調査時期は国民健康・栄養調査と同じ秋
期とした。調査日数については、対象施設
ごとにあらかじめ定めた連続する10日間程
度の期間内において、児が保育所へ通所す
る日（平日）２日間と通所しない日（休日）
２日間の計４日間とした。ただし、調査日
が連続すると前日の食事内容と重複する場
合が予測されるため、少なくとも１日間の
インターバルを置くことにした。調査日の
開始は平日からであっても休日であってか
らでも問わないことにした。なお、保育所
において予定されている特別な行事日（運
動会、発表会、遠足等）、各家庭において事
前に予定・準備されている行事日（家族旅
行、結婚式等）については、調査日に含め
ないよう依頼する。 

何らかの都合により、あらかじめ定めた

期間内において１日以上の未調査日が生じ
た場合、適切な調査が実施できていなかっ
たと判断された場合は、保育所と協議のう
え、必要に応じ追加の調査日を設定した。
保育所との合意が得られた場合は、この旨
をこの事象に該当する児の保護者に連絡し
協力を依頼する。 
 

（３）家庭（保育所以外）で提供される食
事記録 
児の保護者等が家庭や出先で提供した食

事内容については、別紙１（平日記録用）
と別紙２（休日記録用）に示す食事状況調
査用紙に記録してもらう。平日記録用は、
保育所において給食と間食が提供されるこ
とを前提に当該部分の記録紙面は設定しな
い。休日記録用については、何れの食事や
間食とも保護者等により提供されることを
前提としてすべての食事区分について記録
できるように設定する。 
家庭で提供される食事内容については、

原則として保護者に秤量記録を依頼した。
このため、対象児の保護者に対しては、デ
ジタルスケール（タニタ：デジタルスケー
ル KJ-114 他同等品）、計量カップ（女子栄
養大学：計量カップ 200 ml）、計量スプーン・
ヘラ（女子栄養大学：計量スプーン・ヘラ
15 ml／5 ml／1 ml スプーン・すり切りヘラ）
を配布する。また、外食や中食等でここの
食品や料理の分量を測定することが困難な
場合は、目安量での記入、ポーションサイ
ズをもとにした記入、食品や中食の包装容
器の添付、中食の購入先とメニュー名およ
びそれらの摂取目安、外食先と具体的なメ
ニュー名およびそれらの摂取目安を記入し
てもらうなど、可能な限り詳細な情報を記
録してもらうように依頼する。 
記入済みの食事状況調査用紙については、

あらかじめ設定しておいた日の朝（通所時）
に回収し、直ちに管理栄養士等が内容を確
認する。記録内容に不明な点があった場合
は、別紙３に示すお問い合わせ票に不明点
を記載した上で、回収当日の帰宅時に付箋
紙等で印を付した当該食事状況調査票とと
もに保護者へ返却し、追記の記載等を依頼
する。追記済みの食事状況調査票に関して、
原則として、返却翌日の朝（通所時）に保
育所へ提出してもらい、内容を再度確認し
たうえで集計に用いる。 
 

（４）保育所で提供される給食や間食の摂
取状況等の把握 
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保育所においては、保育士等による通常
の保育業務の中で、各児の給食や間食の摂
取状況を把握する必要がある。このため、
個別の提供量と摂取量を詳細に計量するこ
とは事実上不可能である。そこで、本調査
においては、給食や間食が予め管理栄養士
等によって計画・実施されていることに鑑
み、給食については原則として主食・主菜
副菜・汁物等料理区分ごとで計画提供量に
対する児ごとの摂取割合を保育士に確認し
てもらい、その内容を記録することにした。
間食についても給食と同様の手順で摂取割
合を確認し記録してもらう。記録方法と記
録の様式は別紙４に示すとおりである。 

児ごとの具体的な食品摂取量は、実施献
立に示された食品ごとの提供量に対する献
立ごとでの摂取割合を乗じた積とした。し
たがって、90％の摂取量であった場合（10％
の食べ残し）、各食品の摂取量は提供量に
0.9 を乗じる。逆におかわりにより 150％の
摂取量であった場合（50％の追加摂取）、各
食品の摂取量は提供量に 1.5 を乗じる。 

管理栄養士等が計画・実施した献立（実
施献立表）については、調査期間中もしく
は終了直後に研究班側へ提供を受ける。 
 
（５）食事調査における精度管理の仕組み
の検討と設定 

保育所の利用が認められているすべての
保護者は、何らかの職業に就いていること
から、日々食事状況調査用紙に記載されて
いる内容を面接による確認を実施すること
は非常に難しい。本調査では、何れの調査
世帯においても精度が一定となるよう、既
述の計量機器を配布する。また、食事状況
調査票の記載内容に関し、保護者側の記載
漏れ、記入間違い、勘違い等が疑われる場
合は、別紙３のお問い合わせ票を活用して
調査精度の維持に努める。 
 
（６）児の身体状況（身長・体重）に関す
る把握方法 
 児の身体状況（身長・体重）については、
出生時から保育所入所時までは、保護者に
問い合わせを行った。この際、母子健康手
帳を参照し、正確な測定結果の回答を求め
た。また、保育所入所後のデータについて
は、当該施設で定期的に測定されている測
定結果の提供を施設側へ依頼した。なお、
これらの情報については、後に示す書面に
よる同意が得られた保護者の児のみとして
いる。 

 
（７）栄養素等摂取量と食品群別摂取量の
集計 
 本調査における栄養素等摂取量と食品群
別摂取量の集計は、児の保護者が食事状況
調査用紙を記録した４日間とし、このうち
連続しない２日間の平日については、保育
所で記録した給食と間食の摂取量を加算し
て、１日の摂取量とする。 
また、本調査の集計にあたっては、国民

健康・栄養調査に用いられている集計シス
テムと同等の機能を有する集計ソフトを用
いる。 
 このソフトは、日本食品標準成分表 2015 
年版（七訂）（成分表）５）を基本的な食品デ
ータベースとする。また、調理加工後の栄
養成分値が成分表に収載されていない食品
についても、調理・加熱に伴う栄養素量の
変化を一定レベルで加味することが可能で
ある。食品群別摂取量については、基本的
に国民健康・栄養調査における食品群別表
６）の中分類に準じた集計が可能な機能を有
している。 
 
（５）倫理的な配慮 
本調査は、関連する機関（新潟県立大学、

大阪市立大学等調査実施機関）の研究倫理
委員会に審査を依頼し、承認を得て実施す
る。この際、別途のアンケート調査（児童
福祉施設における栄養管理のための研究食
生活アンケート）も同時に実施することを
含める。 
また、既述のように児の保護者に対し書

面による説明（別紙７、別紙８）を行い、
同意が得られた児のみを調査対象とし、同
意が得られた場合は、同意書の説明を求め
た。同意が得られた保護者に対しては、既
述の食事状況調査用紙、デジタルスケール、
計量カップ、すり切りヘラの他、食事状況
調査用紙への記録方法等に関する説明（書
面）も配布する。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）令和元年度の調査実施地域と実施保
育所 
 令和元年度は、近畿と東北の２ブロック
で調査を実施した。 
 
（２）近畿ブロックにおける調査実施状況 
１）対象自治体と調査実施保育所の決定

および調査に関する説明と同意 
 近畿ブロックの自治体に対して調査協力
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を依頼したところ、兵庫県明石市（中核市）
より協力が得られる旨の回答があった。 
 明石市役所の保育担当部署より市内に所
在する公立保育所ならびに私立保育所の中
から調整を得て、公立保育所（明石市立）
２施設（Ｍ保育所、Ｔ保育所）、私立保育所
２施設（Ｓ保育所、Ｗ保育所（Ｙ分所を含
む））の計４施設の候補を推薦してもらった。 
 ４施設には、地区担当者が出向き、施設
長に対し調査目的、調査方法、倫理的な配
慮等を説明し、調査協力の同意を得た。ま
た、施設長の求めに応じ、施設に勤務する
保育士、管理栄養士等、調理師等への説明
も行った。 
 
 ２）保護者に対する調査協力依頼 
 著者らの先行研究によれば、この種の食
事調査を実施する際は、保護者会などの機
会を活用し、調査者側が直接保護者に対し
て対面で説明を行うことが種々有利な点が
多い。しかし、今回は何れの保育所でもこ
のような機会が得られないことが事前に把
握できた。このため、保護者に対する調査
協力依頼は、各保育所を介した依頼書面や
口コミに加え、各保育所のエントランス付
近に、調査協力世帯に配布する計量機器や
調査終了後に返却する個別の結果冊子のサ
ンプルを展示した。 
 

３）調査協力の意思がある保護者への対
応・同意書の回収・調査の実施 

調査協力の意思がある保護者へは、既述
の検討書類を配布し、同意が得られた場合
は、同意書の提出を求めた。同意が得られ
た保護者に対しては、食事状況調査用紙と
計量機器を配布し、調査を開始した。 

開始後は、既述の手順にしたがい、調査
を実施した。 
  

４）調査の実施 
明石市立Ｍ保育所：対象候補児 86 名中 32

名の保護者より同意が得られた(協力率
37.2%)。明石市立Ｔ保育所：対象候補児 80
名中 28 名の保護者より同意が得られた(協
力率 35.0%)。私立Ｓ保育所：対象候補児 61
名中 61 名の保護者より同意が得られた(協
力率 100.0%)。私立Ｗ保育所：対象候補児
95 名中 42 名の保護者より同意が得られた
(協力率 44.2%)。 
 これらを含む調査の詳細な実施状況は、
表 1に示すとおりである。 
 

（３）東北ブロックにおける調査実施状況 
 １）対象自治体と調査実施保育所の決定
および調査に関する説明と同意 
 東北ブロックの自治体に対して調査協力
を依頼したところ、宮城県仙台市（政令指
定都市）より協力が得られる旨の回答があ
った。公立保育所は仙台市子供未来局幼稚
園・保育部運営支援課より市内に所在する
公立保育所の中から調整を得て、公立保育
所（仙台市）３施設（ＴＭ保育所、ＴＹ保
育所、ＫＹ保育所）、ならびに私立保育所は
仙台市私立保育園・保育所協議会会長より
４施設（Ｋ保育園、Ａ保育園、Ｓ保育園、
Ｔ保育園）の計７施設の候補を推薦しても
らった。 
 ７施設には、地区担当者が出向き、施設
長に対し調査目的、調査方法、倫理的な配
慮等を説明し、調査協力の同意を得た。ま
た、施設長の求めに応じ、施設に勤務する
保育士、管理栄養士等への説明も行った。 
 
 ２）保護者に対する調査協力依頼 
 近畿ブロックと同様に、今回は調査協力
依頼を直接保護者に対して対面で説明を行
う機会は何れの保育所も得られないことが
事前に把握できた。このため、保護者に対
する調査協力依頼は、各保育所を介した依
頼書面や口コミに加え、各保育所のエント
ランス付近にポスター掲示とともに調査協
力世帯に配布する計量機器や調査終了後に
返却する個別の結果冊子のサンプルを展示
した。 
 
３）調査協力の意思がある保護者への対
応・同意書の回収・調査の実施 
調査協力の意思がある保護者へは、既述

の検討書類を配布し、同意が得られた場合
は、同意書の提出を求めた。同意が得られ
た保護者に対しては、食事状況調査用紙と
計量機器を配布し、調査を開始した。開始
後は、既述の手順にしたがい、調査を実施
した。 
  
４）調査の実施 
仙台市ＴＭ保育所：対象候補児 61 名中 10

名の保護者より同意が得られた(協力率
16.4%)。仙台市ＴＹ保育所：対象候補児 66
名中 17 名の保護者より同意が得られた(協
力率 25.8%)。仙台市ＫＹ保育所：対象候補
児 58 名中 16 名の保護者より同意が得られ
た(協力率 27.6%)。私立Ｋ保育園：対象候補
児 18 名中 11 名の保護者より同意が得られ
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た(協力率 61.1%)。私立Ａ保育園：対象候補
児 26 名中 22 名の保護者より同意が得られ
た(協力率 84.6%)。私立Ｓ保育園：対象候補
児 36 名中 10 名の保護者より同意が得られ
た(協力率 27.8%)。私立Ｔ保育園：対象候補
児 75 名中 12 名の保護者より同意が得られ
た(協力率 16.0%)。 
 これらを含む調査の詳細な実施状況は、
表 2に示すとおりである。 
 
Ｄ．考察  
 この度は、調査の主たる目的を達成しつ
つ、対象児の保護者や協力保育所の負担を
最小限度に抑える食事調査法として、一部
を簡略化した食事記録法を採用することに
した。 

また、平日と休日による食事内容の違い
や習慣的な栄養素等摂取状況を比較できる
よう、連続しない平日 2 日間と休日 2 日間
の調査を実施することとした。 
 近年の社会・経済状況を考慮すると保育
所に児を預ける現代の保護者世代は、以前
に比べ時間的な余裕や食に関する関心が低
下していることが考えられる。このため、
全般的に低値の同意（協力率）に留まった
のではないかと考察される。2020 年度に実
施予定の地域ブロックにおいては、早い段
階から対象保育所や保護者に対しての情報
伝達を行うとともに、地域的な特性を考慮
しつつ保護者世代の関心を引くようなアプ
ローチによって調査への協力を高められる
ような取り組みが求められる。 
 
Ｅ．結論 
 兵庫県明石市に所在する保育所４施設、
ならびに宮城県仙台市に所在する保育所７
施設に通所する幼児 261 名を対象に食事記
録法による食事調査を実施した。 
 今後、データクリーニングを行った後、
詳細な分析を実施する。 

2020 年度には他のブロックにおいて調査
を実施するため、準備を進める。 
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明石市立Ｍ保育所 明石市立Ｔ保育所 私立Ｓ保育所 私立Ｗ保育所

説明資料の発送 9月20日（金） 9月20日（金） 10月 4日（金） 10月25日（金）
保護者への説明資料展示･配付 9月25日（水） 9月25日（水） 10月 9日（水） 10月29日（水）
調査同意の受付開始 9月26日（木） 9月26日（木） 10月10日（木） 10月31日（木）
保育所への調査票･計量機器等の発送 10月 1日（火） 10月 1日（火） 10月11日（金） 11月 5日（火）
調査対象児の確定（同意書提出期限） 10月 2日（水） 10月 2日（水） 10月16日（水） 11月 6日（水）
保育所から保護者へ記録用紙等配付 10月 3日（木） 10月 3日（木） 10月17日（木） 11月 7日（木）

10月 6日（日） 10月13日（日） 10月27日（日） 11月 9日（土）
～10月14日（月） ～10月20日（日） ～11月 4日（月） ～11月17日（日）

食事記録回収日 10月 15日（火）・16日（水） 10月 21日（月）・23日（水） 11月 5日（火）・6日（水） 11月18日（月）・19日（火）
食事記録等確認日 10月16日（水） 10月 21日（月）・23日（水） 11月 7日（水） 11月20日（水）
疑義のある食事記録等返却日 10月16日（水） 10月23日（水） 11月 7日（水） 11月20日（水）
返却した食事記録再回収日 10月 17日（木）・18日（金） 10月 24日（木）・25日（金） 11月 8日（金）・9日（土） 11月20日（水）・21日（木）
再回収した食事記録の大学への送付 10月21日（月） 10月28日（月） 11月11日（月） 11月25日（月）
対象候補児人数（人） 86 80 61 95＊
保護者より同意が得られた児人数（人） 32 28 61 42＊
同意率（協力率）（%） 37.2 35.0 100.0 44.2＊

上記以外の追加調査日も設定 ＊Y分所31名中13名の同意を含む備考

協力施設

表1 近畿ブロック（明石市）における調査実施状況（2019年度実施）

事
前
準
備
等

食
事
状
況
調
査

食事調査期間

同
意
状
況
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仙台市TM保育所 Ｋ保育園 Ａ保育園 Ｓ保育園 Ｔ保育園 仙台市TY保育所 仙台市KY保育所

説明資料の持参 10月 7日（月） 10月 7日（月） 10月 9日（水） 10月16日（水） 10月17日（木） 10月21日（月） 10月21日（月）

保護者への説明資料展示・配布 10月 8日（火） 10月 9日（水） 10月10日（木） 10月17日（木） 10月18日（金） 10月23日（水） 10月23日（水）

調査同意書の受付開始 10月 9日（水） 10月10日（木） 10月11日（金） 10月18日（金） 10月21日（月） 10月24日（木） 10月24日（木）

調査対象児の確定（同意書提出期限） 10月15日（火） 10月16日（水） 10月17日（木） 10月23日（水） 10月29日（火） 10月29日（火） 10月31日（木）

保育所への調査票・計量機器等の持参 10月16日（水） 10月17日（木） 10月18日（金） 10月24日（木） 10月30日（水） 10月30日（水） 11月 1日（金）

保育所から保護者へ記録用紙等の配布 10月17日（木） 10月18日（金） 10月23日（水） 10月25日（金） 10月31日（木） 10月31日（木） 11月 5日（火）

10月20日（日） 10月23日（水） 10月27日（日） 11月 1日（金） 11月 2日（土） 11月 3日（日） 11月 9日（土）

～10月29日（火） ～11月4日（月） ～11月5日（火） ～11月11日（月） ～11月12日（火） ～11月12日（火） ～11月18日（月）

食事記録回収日 10月30日（水）・31日（木） 11月 5日（火）・ 6日（水） 11月 6日（水）・ 7日（木） 11月12日（火）・13日（水） 11月13日（水）・14日（木） 11月13日（水）・14日（木） 11月19日（火）・20日（水）

食事記録等確認日 11月 1日（金） 11月 7日（木） 11月 8日（金） 11月14日（木） 11月15日（金） 11月15日（金） 11月21日（木）

疑義のある食事記録等返却日 11月 5日（火）・ 6日（水） 11月11日（月）・12日（火） 11月11日（月）・12日（火） 11月18日（月）・19日（火） 11月18日（月）・19日（火） 11月18日（月）・19日（火）  11月25日（月）・26日（火）

返却した食事記録等再回収日 11月 7日（木）・ 8日（金） 11月13日（水）・14日（木） 11月13日（水）・14日（木） 11月20日（水）・21日（木） 11月20日（水）・21日（木） 11月20日（水）・21日（木） 11月27日（水）・28日（木）

再回収した食事記録等の受け取り日 11月 8日（金）  11月18日（月）  11月18日（月） 11月21日（木） 11月21日（木） 11月22日（金） 11月29日（金）

対象候補児人数（人） 61 18 26 36 75 66 58

保護者より同意が得られた児人数（人） 10 11 22 10 12 17 16

同意率（協力率）（％） 16.4 61.1 84.6 27.8 16.0 25.8 27.6

同
意
状
況

備考

協力施設

表２ 東北ブロック（仙台市）における調査実施状況（2019年度実施）

事
前
準
備

食事調査期間

食
事
状
況
調
査
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別紙１ 食事状況調査用紙（平日 1日目） ＊地域や施設の状況により適宜調整可 

 

 

食事状況調査用紙 
 

 
 平日１日目  

 

 

 

氏名                     

 

調査日：令和   年  月  日   曜日 
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朝食 整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

間食(昼食後から夕食前まで)

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など

※保育所（園）で提供された飲食物は含みません。
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など

夕食
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

間食(夕食後から就寝前まで)

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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＊予備＊ 整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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食事状況調査用紙

☆ MEMO ☆
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別紙２ 食事状況調査用紙（休日 1日目） ＊地域や施設の状況により適宜調整可 

 

 

食事状況調査用紙 
 

 
 休日１日目  

 

 

 

氏名                     

 

調査日：令和   年  月  日   曜日 
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朝食 整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

間食(朝食後から昼食前まで)

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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昼食 整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

間食(昼食後から夕食前まで)

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など

 

 



84 
 

 

整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数  

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など

夕食
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整理番号

◆ 調査日　　令和　　　　年　　　月　　　日
◆ 食事開始　　　　時　　　分　～　食事終了　　　　時　　　分
◆ 今回の食事量は普段とくらべ （ 多い ・ 同じくらい ・ 少ない ）

特記事項

① 料理名 ② 食品名 ③ 食品使用量(お
子様１人当たり)

食 品 番 号  g 数

※太枠部分のみご記入ください。

食事状況調査用紙

間食(夕食後から就寝前まで)

④ 商品名、メーカー名、
外食の場合は店舗名など
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別紙３ お問い合わせ票 

 
お問い合わせ票 

 
 

                 さんの保護者様 
 
  この度はお子様の食事調査にご協力いただきましてありがとうございま
す。 
   以下の点につきまして 
 
   □ご確認いただいてご回答願います。明日の朝（通所時）にお知らせくだ
さい。 
 
   □ご確認いただいて明日の朝（通所時）にご持参ください。 
 
   □お電話をさせていただきます。（  月  日  時頃） 
 
   □その他（                                                       ） 
 
 
  お手数をお掛け致しますがどうぞよろしくお願い致します。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
年   月   日 

 
                                   担当者： 
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別紙４ 保育所における食事摂取量調査用紙（書式） 

クラス名 ＊規定幼児量なら○印を、増量や減量の場合△/10で記載 （      月）
喫食量

年齢
（歳児）

名前
男
女

　　日（　　）
昼 間食

年齢
（歳児）

名前
男
女

　　日（　　）
昼 間食
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保育所における食事摂取量調査用紙（書式・記入例） 

クラス名 パンダ組 ＊規定幼児量なら○印を、増量や減量の場合△/10で記載 （      月）
喫食量

煮魚 和え物 味噌汁 ご飯 クッキー 牛乳
3 ○○太郎 男 ○ ○ ○ １２／１０ ○ ○
3 □□一郎 男 ５／１０ ９／１０ １５／１０ ○ ○ ○
3 △△花子 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 ☆☆幸代 女 ○ １３／１０ ５／１０ ８／１０ ○ ５／１０

年齢
（歳児）

名前
男
女

　　　　日（　　）
昼 間食

年齢
（歳児）

名前
男
女

　１６　日（水）
昼 間食
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別紙５ 保護者宛説明資料１ 
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別紙６ 保護者宛説明資料２（基本形） ＊地域や施設の状況により適宜調整可 
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